
石川県公立大学法人における公益通報処理の流れ（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※１ 調査を実施することとなった場合は⑥～⑩の   の流れに進む 

 ※２ 通報事実が明らかになった場合は⑪～⑬の    の流れに進む 

 ※３ 大学固有案件については通報処理責任者を学長とし、大学事務局総務課において事務を行う 
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調査対象

部局等 

〔通報処理責任者〕 

総務・財務担当理事 

または各大学長（副理事長） 

④措置（調査実施）の検討 

理事長・監事 

①通報 

②報告 

③受領通知 

 

⑤調査実施の有無

の通知(20日以内) 

 

⑥調査実施 

の報告 

⑦調査指示 

 

⑧調査結果の報告 

調査指示 

 

協力体制 

調査指示 

 

⑨調査結果 

の報告 

⑪是正措置等命令 

⑧調査結果の報告 

調査指示 

 

⑫是正結果等報告 

⑧調査結果の報告 

調査指示 

 

⑩調査結果の通知 

 

⑬是正措置等の 

結果通知 

 


